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第73回大和郡山市都市計画 
審議会の開催について

　都市計画審議会を次のとおり開催します。
日時＝12月16日（金）14時～
場所＝市役所 4階大会議室
内容＝第１号議案 会長・会長代理の選出について
　第２号議案 特定生産緑地の指定案について
　 第3号議案 大和都市計画生産緑地地区の変更案に

ついて（大和郡山市決定）
※案件については、変更になる場合があります。
傍 聴の申込み・定員＝会議の当日、13時～ 13時30分に、

市役所4階大会議室前にて傍聴申出書に名前・住所
を記入 定員10人

※定員を超える場合は抽選にて決定。
問合せ＝まちづくり戦略課（内線674）

未登記家屋の所有者の 
変更について

　未登記家屋（法務局に登記されていない家屋）の所有者が売
買、相続等の理由により変更となった場合、法務局で表題登記
していただくか、未登記のまま所有者を変更される場合は市税
務課 固定資産税第2係への申請が必要となります。
　登記家屋は、所有権移転登記をすると法務局からの通知で所
有者を変更できますが、未登記家屋は申請していただかないと
所有者の変更ができませんので、必ず手続きをお願いします。
　手続きの詳細は下記へお問い合わせいただくか、
市ホームページをご覧ください。
問合せ＝税務課 固定資産税第2係（内線285）

社会保険料（国民年金保険料） 
控除証明書について

　国民年金保険料控除証明書はすでに送付されていま
すが、お手元に届いていますか。ただし、本年10月1日
から12月31日までに今年初めて納付した人の控除証
明書は来年２月上旬に送付予定です。早急に必要な場
合は、下記まで依頼してください。
　また、13月以上の前納により納めた国民年金保険料
を所得より控除する場合、以下の方法のいずれか1つを
選択していただくことになります。

（1） 全額納めた年に控除
（2） 各年分の保険料に相当する額を複数年に控除
　  （複数年分に分けて申告する場合）
問 合せ＝ねんきん加入者ダイヤル（☎0570-003-004）・

奈良年金事務所 国民年金課（☎0742-35-1371）
 （保険年金課）

男女共同参画に関する 
アンケート調査の実施について

　男女共同参画社会とは、だれもが自分の意志で、主
体的に生き方を選択し、その個性と能力を十分に発揮
できる社会で、男女がともに支え合い、認め合い、喜
びも分かち合う社会です。
　市では、男女共同参画社会の実現に向けて、「市男女
共同参画基本計画（第4期）」の策定を予定しています。
　その基礎資料として、男女共同参画に関する市民ア
ンケート調査を市内在住の18歳以上の人2,500人を
対象に住民基本台帳から無作為抽出により実施しま
す。また、事業所アンケート調査を市内にある350事
業所を対象に実施します。
　12月上旬から同月中旬にかけてアンケートを送付し
ますので、調査の趣旨をご理解いただき、アンケート
が届きましたらご協力をよろしくお願いいたします。
問合せ＝人権施策推進課 男女共同参画係（内線334）

入学準備金の受給申請について
　来春、大和郡山市立の小学校・中学校に入学する子
どものいる家庭で、保護者から申請があり、所得の基
準を満たす家庭について、就学援助費の入学準備金を
3月中に支給します。
　希望する場合は、学校教育課へ申請してください。
※ 小学校に入学する子どものいる家庭は、就学時健康

診断の通知に同封の案内をご覧ください。
※ 生活保護を受給している場合、転出予定で大和郡山

市立の学校へ入学しない場合、私立学校へ入学する
場合などは申請できません。

※ 申請書は、学校教育課窓口、もしくはホームページ
から取得できます。
申 請・問合せ＝12月28日（水）までに、通帳など口

座を確認できるものを持って、学校教育課（２階6
番窓口・内線726）へ

第16回赤い羽根歳末たすけあい 
新作カレンダーチャリティーバザー

　各法人・企業、団体から寄贈いただいたカレンダー
を販売します。売上金は全額寄付金となります。
日時＝12月14·15日 10時～ 17時 
　※15日は15時まで。
場所＝イオンモール大和郡山 １階中央コート
問 合せ＝（福）奈良県共同募金会（☎0744-29-0173）

 （障害福祉課）
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